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国土審議会基本政策部会 報告 

「国土の将来展望と新しい国土計画制度のあり方」 
（ポイント） 

 

第Ⅰ部 国土の将来展望と国土計画の新たな課題 

１．国土の将来展望と課題 

（１）人口減少、少子・高齢化の下での地域人口の展望と活力ある地域社会の形成 

♦ 我が国全体の人口が減少する中で、特に中枢・中核都市から遠隔地にあって都市

的なサービスの享受機会に恵まれない地域では、大幅な人口減少の可能性。（参考

資料１、２） 

今後 50 年間で、全国人口は約 2 割の減少、地方圏における中枢・中核都市

1時間圏外では、約 4割の減少。 

♦ 人口減少下にあっても、広域的な地域連携と役割分担により生活関連サービスの

維持・向上が可能。また、地域社会の担い手として多様な価値観と能力を持った

女性・高齢者の参加が重要。（参考資料３～５） 
 

（２）投資制約と社会資本の整備・管理 

♦ 2002 年 1 月に閣議決定された「構造改革と経済財政の中期展望」で示された公

共投資の目安とすべき水準等を踏まえると、今後の社会資本投資は財政の厳しい

制約を受けることになる。 

♦ 加えて、既存社会資本ストックの更新投資需要の増大による新規投資余地の縮小

も大きな制約要因。（参考資料６、７） 

2001 年度以降の 25 年間は、更新投資の累積額が過去 25 年間の約 4 倍に増

加するため、公的固定資本形成の累積額をかなりの幅（600～900 兆円）をも

って想定したとしても、更新投資を除く新規投資額の累積額は 180～480 兆円

にとどまり、過去 25 年間（685 兆円）に比べて大幅に減少。 

♦ こうした制約に対応して、社会資本の整備・管理の徹底した効率化（適切な維持

管理による社会資本の耐用年数の延長、コスト縮減等）が重要。（参考資料８） 

社会資本ストックを今後 25 年間に実質的に 100 兆円（200 兆円）増加させ

るには、耐用年数を 14％程度（33％程度）延長、又は、今後 7年間毎年 2％前

後（3～4％程度）のコスト縮減、等の対応が必要。 

資料５－１ 
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（３）経済社会の新たな潮流と地域発展の展望 

♦ 我が国は、グローバル化・ＩＴ革命への対応の立ち後れにより、国際的な競争力・

魅力の面で諸外国よりも劣っている分野が少なくない。加えて、国内的には地域

差が大きく、東京等に比べて他の地域ではグローバル化、ＩＴ化への適応力は総

じて弱い。（参考資料９、10） 

♦ 一方で、各地域は知的資本を始めとして、次代の発展に向けて活用すべき特色あ

る地域資源を有しており、視野をより広域に拡げれば、足らざる資源を広域連携

により相互補完することが可能。（参考資料11～13） 

♦ 今後の構造改革の進展の下で、経営資源や人的資源等が流動化していくが、各地

域はこうした機会を好機として捉え、地域資源を広域的視点に立って最適に組み

合わせ、有効活用することを基本にした地域発展を目指すことが重要。 

 

（４）循環型・環境共生型の国土形成 

♦ 我が国の環境は良好な状態にはなく、地球的規模の環境変化の影響も懸念され、

将来世代に健全で恵み豊かな環境を継承していくことが重要な課題。（参考資料14、

15） 

♦ このため、資源やエネルギー利用面での効率化等が図られる環境負荷が少ない循

環型の国土づくり、一体性・連続性を重視した自然環境の維持・回復が図られる

自然と人間が共生する国土づくりを、地域の実情に応じ広域的視点をも踏まえて

進めていくことが重要。 
 

（５）安全な国土の形成 

♦ 国土の安全の面では、高齢化に伴う災害弱者の増加や老朽密集市街地の存在等の

地域防災上の課題、諸機能の集中した首都圏への高い依存構造や基幹的交通施設

と断層の近接に伴う被災時の被害の他地域への影響といった全国的な課題が存在。
（参考資料16、17） 

♦ 安全な国土の形成に向けて、災害の防止対策に加え、自らの身は自らが守るとい

う考え方に立って、総合的なハザードマップ等の提供や、広域的な被害想定に基

づく地域づくりなど、生じる被害を最小化する視点に立った減災対策が重要。（参

考資料18） 
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２．国土計画における新たな対応 

（１）地域が主体となった地域資源の有効活用と個性ある地域づくり 

♦ 地域が主体となって地域資源を有効活用し、ＩＴを始めとする技術を活かした知

恵と創意工夫による地域づくり、個性的な観光資源、歴史的・文化的資源、美し

い景観や豊かな自然環境などを活かした地域づくりが重要。（参考資料19） 

♦ 国は、こうした地域の取組への支援のほか、戦略的に対応すべき課題の明確化と

それに対応した新たな目標の設定、全国的視点からのハード・ソフトの基盤整備

の基本方針等を国土計画で提示。 

 

（２）モビリティの向上と広域的な対応 

♦ 経済社会の潮流に対応した地域づくりに際しては、モビリティの向上を図るとと

もに、行政区域を越えた広域レベルでの対応が重要。この場合、地域の実情に応

じて、以下の二層の広域圏を念頭に、機能分担と相互補完に基づく対応が基本。 

   ①人口30～50 万人程度以上、時間距離１～1.5 時間程度を目安とした生活圏域 

   ②人口600～1,000 万人程度以上の地域ブロック 

 防災や環境保全等の課題に対しても広域連携が重要であり、その場合の圏域は地域

の実情に応じて柔軟に設定。 

♦ 自然的社会的条件等により上記①の規模の生活圏域での広域連携が困難な地域

に対しては、別途の対応が必要。 

 

（３）社会資本の整備・管理におけるハード施策・ソフト施策の適切な組合せ 

♦ 厳しい投資制約の下では、以下の対応が重要。 

   ①国土計画における国として戦略的に取り組むべき重要課題の明確化と、それ

に対応した社会資本整備の一層の重点化 

   ②アウトカム的な目標の重視 

   ③計画策定過程や評価の十分な情報公開等による社会資本整備の重点に関す

る国民の合意形成と、情勢の変化に応じた整備目標の適時適切な見直し 

   ④既存ストックの有効活用、耐用年数の延長、ライフサイクルコストの縮減、

分野間・地域間の連携、ＰＦＩや民間投資の活用等を通じた一層の効率化 
 

（４）積極的な情報公開に基づく合意形成と多様な主体の参加 

♦ 国、地方公共団体による積極的な情報公開を前提に、国土や地域のあるべき姿に

ついての国民の合意形成と、地域住民、ＮＰＯ、事業者等の多様な主体の責任あ

る参加による国土づくり、地域づくりが重要。 
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第Ⅱ部 国土計画体系の改革 

１．国土計画の改革のねらい 

（１）国土計画の新たな役割：良好な国土の継承への総合的国土管理指針 
「開発」を重視した計画から、利用、開発、保全の「総合的かつ基本的な国土管理

の指針」へ 

♦ 今後の国土計画の基本目標 
 ① 各地域の生活、文化、自然等を生かした、多様性に富み、かつ、安全で美し

い国土をつくる 

 ② 地域の自立と個性ある発展を実現する国土をつくる 

 ③ 地球社会の持続可能な発展と調和した国土をつくる 

 ④ そのような、より良い国土を次世代に継承していく 

♦ 「全国総合開発計画」と「国土利用計画(全国計画)」の統合 

（２）地方分権の推進 
♦ 国と地方の協力の強化：広域ブロック計画の策定・推進への地元関係者の参加等 

（３）指針性の充実 
♦ 開発構想提案型の国土計画から、国土計画のマネジメントサイクルの確立により、

成果を重視する目標管理型の国土計画へ 

 

２．国土計画のマネジメントサイクル 

（１）計画内容 
♦ 国が策定する計画は、国家が戦略的に行うべき事項、効果や影響の及ぶ範囲が全

国的、広域的な事項等に計画内容を重点化。 

♦ 国土計画の関連計画策定等の参照フレームとして、マクロフレームを提示。 

♦ 計画目標の体系化を図り、可能な限り定量的かつアウトカム的な指標を設定、提

示。 

（２）計画策定手続 
地方公共団体からの意見聴取の制度化と多様な主体の参加、パブリック・インボル

ブメントの仕組みを導入。 

（３）計画評価 
♦ 定期的に計画目標の達成度評価を行い、関係行政部局、地方公共団体等に提言。 

♦ 計画評価の結果を広く国民に公表し、計画推進のための施策への合意を形成。 

♦ 定期的に計画の妥当性を点検し、計画をリボルビング（個別目標や政策指針等を

計画期間にとらわれず随時、修正等を行う）する制度を整備。 
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（４）国土のモニタリング、情報の収集・分析と共有・公開 

（５）分野別長期計画や各主体による施策実施等への反映 
望ましい国土を実現する観点からの総合的で分野横断的な指針を提示。関係各分

野へ反映。 
 

３．広域計画のあり方 

（１）広域ブロック計画の課題 
① 都府県をまたがる一体的な経済圏の整備、観光や国際交流での広域な圏域で

の一体的対応の必要性 

② 人口減少の進行、財政制約の強まりによる、広域的な連携・協力での効率的・

効果的な地域整備の必要性 

③ 環境保全や安全の面における複数都府県を一体とした対応の必要性（生態系

ネットワークの保全、流域の一体的管理、防災における広域協力） 

（２）マネジメントサイクルの導入 
マネジメントサイクルの導入による関係主体への指針性の向上と特定の広域的課

題への対応策の提示。 
全国計画と広域ブロック計画の機能分担の明確化（全国計画は、基本的な指針や

全国的な観点から国が期待する役割などを提示することとし、地域ブロック別の整

備について詳述しない） 

広域ブロック計画におけるマネジメントサイクルの検討 

① 大都市圏整備計画の整備計画等及び事業計画の機能の見直し 

② 広域計画の総合性・具体性を向上するための図面を作成、公表 

（３）策定主体 
関係地方公共団体を中心とした地元地域の各主体が参加・協議して原案を作成し、

その上で国が計画決定する仕組みとする。 

（４）計画圏域 
計画圏域が他の計画圏域に完全包含されている重複関係をはじめとする計画圏域

のあり方について、地域の意向を踏まえつつ、検討すべき。 

（５）課題に応じた自発的な連携による広域計画 
特定の課題ごとに都道府県等が自発的に連携し策定する広域計画については、一

律に国の制度として取り扱うこととはしないが、地域が原案を作成する広域ブロッ

ク計画に位置付けることにより、取組を促進する。なお、複数の広域ブロックに跨

る課題等国として一定の役割を果たすべきものについての制度的な扱いについて

は、さらに検討すべき。 
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４．土地利用に関する計画制度 

（１）基本認識 
♦ 工業用地等の開発需要が沈静化する一方で、大都市における低・未利用地の活用

など地域の課題に応じた適正かつ合理的な土地利用の推進が引き続き必要。 

♦ 土地基本法の「公共の福祉優先」原則に基づき、「公共の精神」の醸成が重要。 

♦ 地域の土地利用上の課題に的確かつ円滑な対応が行われ、個性ある地域づくりが

更に推進されるよう、使いやすく、実効性のある枠組みが必要。 

（２）新たな国土計画（全国計画）における土地利用の指針 
♦ 国土計画（全国計画）は、土地利用の指針を提示。 

♦ 地目別の面積目標に限定せずに、時代の要請に応じた目標を提示できる柔軟な制

度へ。 

（３）地方公共団体の土地利用に関する計画 
♦ 新たな計画の名称は、極力「指針」「構想」等とする。条例を含む土地利用に関

する各種制度が選択的・統合的に運用されることを目指す。 

♦ 地域の実状に応じてより即地性のあるきめ細かな土地利用の構想を示すととも

に、当該構想が住民等により共有され、実践活動に結びつくことが必要。市町村

には、実質的な土地利用調整を図り、望ましい土地利用の実現が期待される。 

♦ 「美しい景観の形成」「安全な国土」等地域のあり方を示す事項を計画に反映。 

♦ 現行の国土利用計画（都道府県）にある計画事項を拡充し、土地利用基本計画と

の連携を強化する制度を目指す。土地利用基本計画図の電子化等を推進。 

♦ 現行の国土利用計画（市町村）にある計画事項を拡充し、地区単位等に分割して

図面により土地利用の構想を明記。計画策定における住民参加を推進。 
 



国土計画体系見直しの考え方

国土を取り巻く状況等

○人口減少、少子・高齢化

○都市への集中、地方の衰退

○財政制約

○経済社会のグローバル化

○国際的な競争力・魅力の低下

○地球規模での環境問題

○安全・安心な国土づくりへの要請

これまでの国土計画への批判
・開発重視からの転換が必要

・地域づくりの中央依存構造を助長

・地域の個性の喪失

・施策の重点、優先度が不明確

・計画体系が複雑

・計画目標の進行管理が不十分
・住民参加の視点の不足　…

国土計画の課題

○良好な国土継承への利用・開発・　
　保全の総合指針へ

○地方分権への対応

○指針性の向上

国土計画体系見直しの基本的考え方
①「開発」重視から「利用・開発・保全」の指針としての一つの国土計画へ
　　・全総計画と国土利用計画（全国計画）を統合

　　・全国、広域ブロック、都道府県、市町村までの一連の計画の体系化（計画推進力の強化）

②国と地方の対等なパートナーシップを基軸とした、開かれた計画づくり
　　・国の計画策定への地方公共団体の参加、ＰＩの導入等計画策定への多様な主体の参加

　　・広域ブロック計画については、地域の主体が参加・協議して原案を作成する仕組みへ

　　・計画の策定・変更に際し、国と地方公共団体の双方向の意見交換を具体化する仕組みへ

③国土の将来構想を示す基本計画としての指針性の向上
　　・全国計画は国家が戦略的に行うべき事項等に計画内容を重点化し、絞り込むなど、全国計画と広域ブロ
　　　ック計画の役割分担を明確化

④「策定・推進・評価」のプロセスを通じた計画の進行管理
　　・目標の体系化、アウトカム指標等の提示による目標管理型の計画制度へ

　　・国土のモニタリングの継続的な実施と国土に関する諸情報の積極的な公開・提供

⑤総合的な土地利用の指針としての役割の向上

　　・国土、地域の将来構想と即地的な土地利用計画との体系化

　　・住民参加、計画間調整・連携の仕組みを通じた総合的な土地利用計画としての調整機能の強化

国土計画体系の抜本的見直し

国 土 の 新 た な 整 序 と 活 力 づ く り

資料５－２



新旧国土計画体系のポイント（案）

現行の計画体系 新たな計画体系

人口増加、経済の拡大・発 「開発」がもたらす副作用 経済、社会、環境の三面が調和した国土を
展を受け止めるための「開 （地価高騰や土地利用の混 形成するため、事業･規制･誘導により国土
発」を重視 乱等）への対処を重視 の総合的な利用､開発､保全の確保へ

全 全国総合開発計画 国土利用計画(全国) 全 国 計 画統 合

国

ブ 大都市圏整備計画 広域ブロック計画
大都市圏ロ ･計画の体系化
地 方 圏ッ ･国と地方の役割

分担、連携協力ク 地方開発促進計画

地方総合開発計画

原案の作成 意見聴取等

都
都 道 府 県 計 画道 都府県総合開発計画 国土利用計画(都道府県)

府
（土地利用基本計画を含む）県

･土地利用調
整に資する特定地域総合開発計画 土地利用基本計画
ものへ

市
市 町 村 計 画町 国土利用計画(市町村)

村
※ 同色は根拠法が同一であることを示す。

：国土総合開発法 ：国土利用計画法 ：大都市圏整備３法 ：地方開発促進５法

資料５－３



国土計画体系の見直しにおける広域ブロック計画制度の改革

地域中心の広域ブロック計画づくり

計画策定への地方公共団体等の主体的な参画の確保
（関係地方公共団体を中心とした地域の各主体が参加・協 議して原案を作成、

その上で国が計画決定する仕組み。）

計画圏域の再検討

地
域
が
主
役
の
広
域
ブ
ロ
ッ
ク
計
画

広域ブロックの役割を重視

全国計画との役割分担の明確化
（全国計画ではブロック別整備について詳述は行わない。）

・歴史的・文化的背景や経済的・社会的一体性
・地域住民等の生活・経済圏域等と適合
・国と各都府県が行う施策・事業の連携・調整

見直しの観点

一つの計画圏域の全体が他
の計画圏域の一部として完
全に包含されているような重

複関係について問題提起

人・物の流動が広域化 広域的な取組の必要性が増大
観光、国際交流、生態系の保全、防災等

広域ブロック重視の取組へ

背景

広域ブロック計画制度の改革
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今後の調査審議の進め方について 

 

平成 15 年６月 23 日 
                                                              国 土 審 議 会 

 

 

１．これまでの国土審議会での調査審議 
 平成 10 年３月に閣議決定された「21 世紀の国土のグランドデザイン」では、国土計画

の理念の明確化、地方分権等の諸改革への対応、指針性の充実等により、21 世紀に向けた

新たな要請にこたえ得る国土計画体系の確立を目指すこととされた。 

 これを受けて、平成 12 年 11 月には、当時の国土審議会政策部会と土地政策審議会計画
部会の合同による「21 世紀の国土計画のあり方」に関する報告がとりまとめられ、全国総

合開発計画及び国土利用計画全国計画を国土の利用、開発及び保全に関する一つの基本計

画として統合的に示すという基本方向が提示されるとともに、今後の新たな制度の確立に

当たって検討すべき課題が広範囲に指摘された。 
 このため、平成 13 年３月、新たな国土審議会に基本政策部会を設置し、平成 13 年 11

月には、中間報告が出されるとともに、平成 14 年 11 月には、「国土の将来展望と新しい国

土計画制度のあり方」に関する報告としてとりまとめられ、国土の利用、開発、保全に関
する総合的な計画への転換、計画の指針性の充実、国と地方の役割分担の明確化といった

新たな国土計画体系の方向性が示された。  

 

 
２．調査審議事項 

 上記の調査審議を踏まえ、以下の項目について検討を進める。 

 

 （１）国土の総合的点検について 
    国土審議会基本政策部会報告「国土の将来展望と新しい国土計画制度のあり方」

を踏まえ、我が国の「国土」全般の現状を明らかにし、国土の利用、開発及び保全

に関する課題について検討する。 

 
 （２）国土計画制度の改革について 

    国土審議会基本政策部会報告「国土の将来展望と新しい国土計画制度のあり方」

を踏まえ、２１世紀の国土づくりを担う国土計画体系の確立を図るため、国土の利
用、開発及び保全に関する制度の改革について検討する。 

 

 

３．調査審議体制 
 上記の検討を行うにあたり、基本政策部会を改組し、国土審議会に調査改革部会を置く。 
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